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ⅨⅨ  福福祉祉施施設設のの支支援援  

１１．．児児童童・・障障ががいい福福祉祉施施設設のの相相談談窓窓口口事事業業 

本事業は令和３年度、愛知県の単年度事業として実施、年度末で事業は終了した。しかしながら、令

和４年度も福祉施設や高齢者施設でのクラスター発生が継続している現状を鑑み、電話相談窓口を継

続して設置し、協会事業として本会職員が対応した。 

１） 目的  

児童福祉施設等における感染症対応力を底上げしつつ、継続的なサービス提供が可能となるよう、感

染防止対策に関する相談窓口を設置する。施設職員や子供のサービス利用者が濃厚接触者または感染

した場合には、関係機関への速やかな連絡体制により迅速な初期対応につなげ、感染拡大を防止する。 

２） 対象  

愛知県内に所在する児童福祉施設等 約 18,000 カ所 

 （保育所等 3,565 カ所、放課後児童クラブ等 5,114 カ所、児童養護施設等 116 カ所、障害福祉サービス施設

9,200 カ所） 

３） 期間  令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

４） 受付時間 平日午前９時から午後５時まで 

 

５） 事業内容  

 （１）事業の周知  

愛知県及び看護協会ホームページに掲載。 

 （２）相談対応 

    愛知県内に所在する児童福祉施設等から新型コロナウイルス感染防止対策に関する電話相談を受け、 

施設での感染防止について助言・指導を行う。 

① 電話相談  

  

６） 実績 （令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

７） まとめ 

 愛知県の委託事業が終了したことを対象施設に周知したことで、相談件数は少なかった。また、相談施設は過

去に対応した施設で、新たな施設からの相談はなかった。本事業は令和５年３月末で終了した。 

８） 資料 

  （１）新型コロナウイルス感染防止対策相談窓口事業 対象施設 

項目    月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

児童福祉施設 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 10 

障害福祉施設 0 0 0 1 2 1 3 1 5 0 0 0  13 

高齢者福祉施設 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

その他（不明） 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   2 

合計 3 0 0 8 5 1 3 1 5 0 0 0  26 
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新型コロナウイルス感染防止対策相談窓口事業 対象施設 

区分 対象施設 

児童福祉施設等 

（約 8,800 施設） 

保育所等 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事

業所、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59

条の２に基づく届出を行っている認可外保育施

設、児童厚生施設 

放課後児童健全

育成事業等 

放課後児童健全育成事業、利用者支援事業、延長

保育事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪

問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点

事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援

助活動支援事業 （ファミリー・サポート・セン

ター） 

児童養護施設等 児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援

施設、乳児院、児童心理治療施設、婦人保護施設、

婦人相談所、婦人相談所一時保護所（一時保護の

委託先の施設を含む。）、児童自立生活援助事業

（自立援助ホーム）、小規模住居型児童養育事業

（ファミリーホーム）、児童家庭支援センター、

児童相談所、児童相談所一時保護所（一時保護の

委託先の施設を含む。） 

子どもの生活・ 

学習支援事業等 

子どもの生活・学習支援事業、母子家庭等就業・

自立支援センター 

障害福祉サービス施設・事業所等 

（約 9,000 施設） 

生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自

立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支

援 A型、就労継続支援 B型、就労定着支援、児童

発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサ

ービス、障害者支援施設、共同生活援助、福祉型

障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅介

護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生

活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達

支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行

支援、地域定着支援 

 

 

 

資料 
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２２  高高齢齢者者施施設設のの介介護護職職員員向向けけ動動画画配配信信  

   

 第 3 波のただ中である令和２年 12 月から令和 3 年 1 月に高齢者施設がクラスターとなる件数が増えたため、

「感染管理の基本【基礎編】」と「高齢者介護施設での新型コロナウイルス感染対策【実践編】の 2 本の動画を

作成した。その視聴件数は、現在も継続して増えている。 

    令和 4 年 8 月には医療現場が逼迫し、感染者の入院が困難な状況となり、高齢者施設内での看護が必要と   

 なった。そこで、高齢者施設の看護職・介護職向けに、呼吸状態及び脱水症状に関する基礎知識の動画を 

作成した。 

 

１） 目的 

高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)に勤務する看護及び介護職員に対し感染予

防に関する知識の普及を図り、新型コロナウイルス感染症の拡大及びクラスターの発生を防ぐとともに、高齢者

福祉施設における看護・介護の質向上につなげる。 

高齢者の呼吸状態及び脱水症状の観察に関する知識の普及を図り、高齢者施設における安全な介護につ

なげる。 

 

２） 対象  

県内高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)423 施設の看護・介護職員 

 

３） 期間  

令和４年４月１日～令和５年５月 31 日 

 

４） 事業内容 

（１）高齢者福祉施設に勤務する看護及び介護職員の負担が少なく学ぶことができるよう、認定看護師による 

講義を収録し、当協会ホームページに掲載する。 

内   容  収録時間 講師 

【基礎編】  感染対策の基本   

―平時から必要な標準予防策― 
約 15 分 感染管理認定看護師 

（令和３年２月からの継続

配信） 【実践編】  高齢者介護施設での 

      新型コロナウイルス感染対策 約 20分 

高齢者の呼吸及び脱水症状に関する基礎知識 
約 20 分 

集中ケア認定看護師 

（令和４年９月から配信） 

（２）必要時、施設に出向き相談対応及び指導を行う 

（３）ホームページの掲載に先立って、県内高齢者福祉施設に周知した。 

 

５） 視聴回数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

内容                      期間 令和４年４月１日～令和５年５月３１日 

基礎編 777 

実践編 756 

呼吸及び脱水に関する基礎意識 485 

合計 2018 
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